
令 和 ３ 年
４月６日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

新
山
口
駅
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
（
住
宅
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
情
報
企
画
課
）
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…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
名
舟
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
二
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
山

口
駅
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
理
事
長
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
四
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏

名

住

所

石
田
光
一
郎

山
口
市
小
郡
下
郷
一
二
九
二
番
地

山
口
県
告
示
第
百
二
十
六
号

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
三
年
山
口
県
告
示
第
四
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
四
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
中
「
山
口
県
立
学
校
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
派
遣
業
務
」
の
下
に
「
、
電
子
決
裁
・
公
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
構
築
業
務
、
山
口
県
警
察
組
織
犯
罪
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
」
を
加
え
る
。

公

告

（
一
〇
二
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
四
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
に
伴
う
職
員
の
勤
怠
管
理
を
目
的
と
し
た
電
子
県
庁
基
幹
シ
ス
テ
ム
（
総
務
事

務
シ
ス
テ
ム
）
改
修
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
三
月
十
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
日
立
製
作
所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
六
号

六

契
約
金
額

六
千
二
百
四
十
六
万
五
千
百
五
十
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

一
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（
一
〇
三
）
県
営
名
舟
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

名
舟
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
を
行
う
た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
三
年
四
月
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
名
舟
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
四
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

令
和
三
年
四
月
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
四
月
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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